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【 請 求 項 １ 】
　 符 号 化 さ れ た デ ー タ 及 び ト レ ー ニ ン グ 信 号 含 む 送 信 デ ー タ を 複 数 の ア ン テ ナ に デ ー タ を
分 配 し 、 所 定 の タ イ ミ ン グ で 上 記 複 数 の ア ン テ ナ か ら 無 線 信 号 と し て 送 信 す る 送 信 部 を 持
つ 第 一 の 無 線 装 置 と 、
　 上 記 無 線 信 号 を 受 信 し 、 バ ッ フ ァ に 貯 え 、 所 定 時 間 遅 延 さ せ て 送 信 を 行 う 中 継 器 を 持 つ
複 数 の 第 二 の 無 線 装 置 と 、
　 上 記 複 数 の 第 二 の 無 線 装 置

か ら の 無 線 信 号 を 複 数 の ア ン テ ナ で 受 信 し 、 受 信 し た 無 線 信 号 に 多 重 化 さ れ て い る
上 記 ト レ ー ニ ン グ 信 号 を 使 用 し て 、 上 記 符 号 化 さ れ た デ ー タ を 復 調 す る 受 信 部 を 持 つ 第 三
の 無 線 装 置 と を 有 し て 構 成 さ れ る 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 符 号 化 デ ー タ を 複 数 の ア ン テ ナ に デ ー タ を 分 配 す る 手 段 と 、 分 配 さ れ た デ ー タ を 受 信 側
で 復 元 す る た め の ト レ ー ニ ン グ 信 号 を 上 記 デ ー タ に 多 重 化 す る 手 段 と 、 送 信 タ イ ミ ン グ を
制 御 す る 手 段 と を 有 し 、 複 数 の ア ン テ ナ か ら 無 線 信 号 を 送 信 す る 送 信 器 を 持 つ 第 一 の 無 線
装 置 と 、
　 上 記 第 一 の 無 線 装 置 が 送 信 し た 信 号 を 受 信 し て バ ッ フ ァ に 貯 え る 手 段 と 、 貯 え た 信 号 を
所 定 時 間 遅 延 さ せ て 送 信 を 行 う タ イ ミ ン グ を 制 御 す る 手 段 と を 有 し た 中 継 器 を 持 つ 第 二 の
無 線 装 置 と 、
　 上 記 第 二 の 無 線 装 置 か ら 送 信 さ れ た 無 線 信 号 を 複 数 の ア ン テ
ナ で 受 信 す る た め に 受 信 タ イ ミ ン グ を 制 御 す る 手 段 と 、 受 信 し た 無 線 信 号 に 多 重 化 さ れ て
い る 上 記 ト レ ー ニ ン グ 信 号 か ら 上 記 第 一 の 無 線 装 置 の 送 信 器 で 複 数 の ア ン テ ナ に 分 配 し た
デ ー タ に 復 元 す る 手 段 と 、 複 数 ア ン テ ナ に 分 配 さ れ た デ ー タ を パ ラ レ ル シ リ ア ル 変 換 す る
こ と で 符 号 化 さ れ た デ ー タ と し て 結 合 し 、 受 信 デ ー タ を 得 る 手 段 と を 有 し た 受 信 器 を 持 つ
第 三 の 無 線 装 置 と で 構 成 さ れ る 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 第 一 の 無 線 装 置 の 符 号 化 手 段 は デ ー タ 誤 り に 対 す る 誤 り 訂 正 を 行 う た め に 上 記 符 号
化 デ ー タ に 冗 長 度 を 付 加 す る 符 号 化 手 段 を も ち 、 上 記 第 三 の 無 線 装 置 の 受 信 器 は 上 記 冗 長
度 を 用 い て 、 上 記 符 号 化 さ れ た デ ー タ に 対 し て 誤 り 訂 正 復 号 処 理 を 行 う 手 段 を も つ 請 求 項

ま た は 上 記 第 一 の 無 線 装 置 と 少 な く と も 1つ の 上 記 第 二 の 無
線 装 置

上 記 第 一 の 無 線 装 置 お よ び



２ 記 載 の 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム に お い て 、 上 記 第 一 、 第 二 の 及 び 第 三 の 無 線 装 置
が そ れ ぞ れ 基 地 局 、 中 継 局 及 び 移 動 局 で あ っ て 、
　 上 記 移 動 局 は 上 記 基 地 局 か ら 定 期 的 に 送 信 さ れ る パ イ ロ ッ ト 信 号 の 受 信 電 力 測 定 を 行 い
、 上 記 パ イ ロ ッ ト 信 号 の 受 信 電 力 が 閾 値 以 上 の 場 合 、 中 継 局 に よ る 中 継 の 開 始 要 求 を 上 記
基 地 局 に 通 知 し 、 上 記 パ イ ロ ッ ト 信 号 受 信 電 力 が 閾 値 以 下 に な っ た 場 合 、 中 継 局 に よ る 中
継 の 停 止 要 求 を 上 記 基 地 局 に 通 知 し 、
　 上 記 基 地 局 は 上 記 中 継 の 開 始 要 求 を 受 信 し た と き 、 上 記 中 継 局 に 対 し て 中 継 動 作 開 始 の
指 示 を 行 い 、 上 記 中 継 の 停 止 要 求 を 受 信 し た と き 、 上 記 中 継 局 に 対 し て 中 継 動 作 停 止 の 指
示 を 行 う 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム に お い て 、 上 記 第 一 、 第 二 の 及 び 第 三 の 無 線 装 置
が そ れ ぞ れ 基 地 局 、 中 継 局 及 び 移 動 局 で あ っ て 、
　 上 記 移 動 局 は 上 記 基 地 局 か ら 定 期 的 に 送 信 さ れ る パ イ ロ ッ ト 信 号 の 信 号 対 雑 音 電 力 測 定
を 行 い 、 上 記 パ イ ロ ッ ト 信 号 の 信 号 対 雑 音 電 力 が 閾 値 以 上 の 場 合 、 中 継 局 に よ る 中 継 の 開
始 要 求 を 上 記 基 地 局 に 通 知 し 、 上 記 パ イ ロ ッ ト 信 号 信 号 対 雑 音 電 力 が 閾 値 以 下 に な っ た 場
合 、 中 継 局 に よ る 中 継 の 停 止 要 求 を 上 記 基 地 局 に 通 知 し 、
　 上 記 基 地 局 は 上 記 中 継 の 開 始 要 求 を 受 信 し た と き 、 上 記 中 継 局 に 対 し て 中 継 動 作 開 始 の
指 示 を 行 い 、 上 記 中 継 の 停 止 要 求 を 受 信 し た と き 、 上 記 中 継 局 に 対 し て 中 継 動 作 停 止 の 指
示 を 行 う 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム に お い て 、 上 記 第 一 、 第 二 の 及 び 第 三 の 無 線 装 置
が そ れ ぞ れ 基 地 局 、 中 継 局 及 び 移 動 局 で あ っ て 、
　 上 記 移 動 局 は 上 記 基 地 局 か ら 定 期 的 に 送 信 さ れ る パ イ ロ ッ ト 信 号 の 信 号 対 雑 音 電 力 の 測
定 及 び 上 記 ト レ ー ニ ン グ 信 号 用 い て 伝 搬 路 推 定 を 行 い 、 上 記 信 号 対 雑 音 電 力 と 上 記 伝 搬 路
推 定 の 結 果 か ら 通 信 容 量 を 計 算 し 、 上 記 通 信 容 量 が 閾 値 以 下 の 場 合 、 中 継 局 に よ る 中 継 の
開 始 要 求 を 上 記 基 地 局 に 通 知 し 、 ま た 、 上 記 通 信 容 量 が 閾 値 以 上 の 場 合 、 中 継 局 に よ る 中
継 の 停 止 要 求 を 上 記 基 地 局 に 通 知 し 、
　 上 記 基 地 局 は 上 記 中 継 の 開 始 要 求 を 受 信 し た と き 、 上 記 中 継 局 に 対 し て 中 継 動 作 開 始 の
指 示 を 行 い 、 上 記 中 継 の 停 止 要 求 を 受 信 し た と き 、 上 記 中 継 局 に 対 し て 中 継 動 作 停 止 の 指
示 を 行 う 制 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム に お い て 、 送 信 器 の 送 信 タ イ ミ ン グ と 中 継 器 の 受
信 タ イ ミ ン グ 及 び 送 信 タ イ ミ ン グ と 受 信 器 の 受 信 タ イ ミ ン グ を 制 御 を 上 記 基 地 局 か ら 定 期
的 に 送 信 さ れ る パ イ ロ ッ ト 信 号 を 基 準 と し て 、 そ の オ フ セ ッ ト を 基 地 局 か ら 中 継 局 と 移 動
局 に 制 御 信 号 に よ っ て 通 知 す る こ と に よ っ て 中 継 時 の 動 作 タ イ ミ ン グ を 決 定 す る 無 線 中 継
伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 無 線 中 継 伝 送 シ ス テ ム に お い て 、 上 記 第 一 又 は 第 二 の 無 線 装 置 の
い ず れ か が 位 置 的 に 固 定 設 置 さ れ 、 上 記 第 二 の 無 線 装 置 の 代 わ り に 無 線 信 号 を 反 射 す る 反
射 物 を 上 記 固 定 設 置 さ れ た 無 線 装 置 か ら 直 接 見 通 す こ と が で き る 見 通 し 範 囲 内 に 設 置 し た
無 線 伝 送 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 移 動 局 と 基 地 局 間 に 複 数 の 中 継 局 を 配 し 、 Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 通 信 方 式 の 無 線 通 信 を 行 う 無 線 伝 送
シ ス テ ム に 使 用 さ れ る 移 動 局 で あ っ て 、
　 受 信 信 号 か ら 制 御 信 号 及 び 上 記 基 地 局 か ら の 送 信 デ ー タ を 分 離 す る 分 離 部 と 、 分 離 さ れ
た 送 信 デ ー タ を 復 元 す る 受 信 部 と 、 上 記 基 地 局 か ら の 受 信 信 号 の 受 信 状 態
複 数 の 中 継 局 に よ る 中 継 の 要 否 を 判 別 す る 中 継 判 定 部 と 、 送 信 す べ き デ ー タ を 作 り 、 送 信
す る 送 信 部 、 上 記 制 御 信 号 用 い て 、 上 記 受 信 部 及 び 送 信 部 を 制 御 す る と 共 に 、 上 記 中 継 判
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に 基 づ い て 上 記



定 部 の 判 定 結 果 に よ り 上 記 基 地 局 に 対 し て 中 継 開 始 要 求 又 は 中 継 停 止 要 求 の 制 御 信 号 を 作
成 し 、 上 記 送 信 す べ き デ ー タ に 上 記 中 継 開 始 要 求 又 は 中 継 停 止 要 求 の 制 御 信 号 を 加 え る 制
御 部 を も つ こ と を 特 徴 と す る 移 動 局 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 移 動 局 と 基 地 局 間 に 複 数 の 中 継 局 を 配 し 、 Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 通 信 方 式 の 無 線 通 信 を 行 う 無 線 伝 送
シ ス テ ム に 使 用 さ れ る 基 地 局 で あ っ て 、
　 受 信 信 号 か ら 制 御 信 号 及 び 上 記 移 動 局 及 び 基 地 局 間 か ら の 送 信 デ ー タ を 分 離 す る 分 離 部
と 、 分 離 さ れ た 送 信 デ ー タ を 復 元 す る 受 信 部 と 、 上 記 受 信 信 号 か ら の 制 御 信 号 か ら 上 記 複
数 の 中 継 局 に よ る 中 継 の 要 否 を 判 別 す る 中 継 判 定 部 と 、 送 信 す べ き デ ー タ を 作 り 、 送 信 す
る 送 信 部 、 上 記 制 御 信 号 用 い て 、 上 記 受 信 部 及 び 送 信 部 を 制 御 す る と 共 に 、 上 記 中 継 判 定
部 の 判 定 結 果 に よ り 上 記 移 動 局 及 び 中 継 局 に 対 し て 中 継 動 作 指 示 の 制 御 信 号 を 作 成 し 、 上
記 送 信 す べ き デ ー タ に 上 記 動 作 指 示 の 制 御 信 号 を 加 え る 制 御 部 を も つ こ と を 特 徴 と す る 基
地 局 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 移 動 局 と 基 地 局 間 に 複 数 の 中 継 局 を 配 し 、 Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 通 信 方 式 の 無 線 通 信 を 行 う 無 線 伝 送
シ ス テ ム に 使 用 さ れ る 中 継 局 で あ っ て 、
　 受 信 信 号 か ら 制 御 信 号 及 び 上 記 移 動 局 又 は 基 地 局 か ら の 送 信 デ ー タ を 分 離 す る 分 離 部 と
、 分 離 さ れ た 送 信 デ ー タ を バ ッ フ ァ リ ン グ す る 中 継 器 と 、 上 記 制 御 信 号 含 ま れ る 基 地 局 パ
イ ロ ッ ト 信 号 又 は 上 記 送 信 デ ー タ の 電 力 を 測 定 し 、 中 継 の 要 否 を 判 別 す る 中 継 判 定 部 と 、
上 記 基 地 局 パ イ ロ ッ ト 信 号 用 い て 送 信 タ イ ミ ン グ を 得 る 計 算 部 と 、 上 記 送 信 タ イ ミ ン グ で
上 記 中 継 器 の 送 信 デ ー タ を 送 信 す る 送 信 部 を も つ こ と を 特 徴 と す る 中 継 局 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 通 信 方 式 以 外 の 無 線 通 信 を 行 う 送 受 信 部 を も つ こ と 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ 記 載
の 中 継 局 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 通 信 方 式 の 無 線 通 信 を 行 う Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 受 信 局 で あ っ て 、
無 線 信 号 を 受 信 す る 複 数 の ア ン テ ナ と 、
受 信 信 号 か ら 制 御 信 号 及 び 送 信 デ ー タ を 分 離 す る 分 離 部 と 、
該 制 御 信 号 を 用 い て 前 記 分 離 さ れ た 送 信 デ ー タ を 復 元 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 受 信 部 と を 有 し 、
前 記 複 数 の ア ン テ ナ は 、 前 記 送 信 デ ー タ と 前 記 制 御 信 号 を 含 む 送 信 信 号 を 複 数 の ア ン テ ナ
に 分 配 し て 送 信 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 送 信 局 お よ び 該 Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 送 信 局 か ら の 信 号 を 中 継 す る 中 継 局
か ら の 送 信 信 号 、 ま た は 該 Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 送 信 局 か ら の 信 号 を 中 継 す る 複 数 の 該 中 継 局 か ら の
送 信 信 号 を 受 信 し 、 前 記 受 信 部 は 、 該 複 数 の 局 か ら の 受 信 信 号 を 結 合 し て 前 記 送 信 デ ー タ
を 復 元 す る こ と を 特 徴 と す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 受 信 局 。
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